
  

平成 21 年 12 月 18 日 

 

 
主要事項・要望項目等に関する最終整理案 

 

 
【 資 産 税 関 係 】 



  

相続税等（案） 

 

○ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人

等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直

しを行う。【要望にない項目等・租税特別措置の見直し２】 

⑴ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等（現

行：200 ㎡まで 50％減額）を適用対象から除外する。 

⑵ 一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用

要件を判定する。 

⑶ 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地

等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按

分して軽減割合を計算する。 

⑷ 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限

られることを明確化する。 

(注) 上記の改正は、平成 22 年４月１日以後の相続又は遺贈により取得す

る小規模宅地等に係る相続税について適用する。 

 

○ 定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法

による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、

次の見直しを行う。【要望にない項目等・その他４】 

⑴ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金

額のうちいずれか多い金額とする。 

① 解約返戻金相当額 

② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一

時金相当額 

③ 予定利率等を基に算出した額 



  

⑵ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、

解約返戻金相当額とする。 

(注 1) 上記⑴の改正は、平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までの

間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利

（当該期間内に締結した契約（確定給付企業年金等を除く。）に係る

ものに限る。）及び平成 23 年４月１日以後の相続若しくは遺贈又は

贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税に

ついて適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 2) 上記⑵の改正は、平成 22 年４月１日以後の相続若しくは遺贈又は贈

与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税につ

いて適用する。 

 

○ 相続税の障害者控除について、制度創設時からの平均寿命の伸長を踏まえ、

控除額の算出に用いる年数を相続人等が 85 歳（現行：70 歳）に達するまで

の年数とする。【要望にない項目等・その他５】 

(注) 上記の改正は、平成 22 年４月１日以後の相続又は遺贈に係る相続税

について適用する。 

 

○ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度が適

用されない一定の法人の株式等を会社を通じて保有する場合における認定
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要件の明確化を図るとともに、この場合において認定を受けた当該会社の株

式等に係る納税猶予税額の計算上、当該法人の株式等相当額を算入しないこ

ととする等の所要の見直しを行う。【要望・経済産業省 10(2)】 

 

○ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定

事業再構築計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

について、次の登記にあっては軽減税率が適用される資本金の額の上限を

3,000 億円までの部分とした上、その適用期限を２年延長する。【要望・総務

省６・厚生労働省 19・農林水産省 15・経済産業省 23,24・国土交通省 23】 

⑴ 株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記 

⑵ 合併又は分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記にお

ける純増部分の登記 

  なお、認定中小企業承継事業再生計画に係る軽減措置については、認定期

間中の雇用継続要件の設定及び旧会社の消滅を担保する方策の構築を条件

とする。 

 

○ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置等の拡充・延長【要

望・経済産業省 26・国土交通省 22／見直し・農林水産省４・経済産業省６】 

Ｐ 

 

○ 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の

所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対

象となる不動産から倉庫及びその敷地を除外するとともに、所有権の移転登

記の軽減税率（現行：1,000 分の８）にあっては、次の見直しを行った上、

その適用期限を３年（質権又は抵当権の移転登記にあっては１年）延長する。

【要望・金融庁 13・国土交通省 24】 



  

  平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 1,000 分の８ 

  平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 1,000 分の 11 

  平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで 1,000 分の 13 

 

○ 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率

の軽減措置について、適正な維持管理を担保する方策の確立を条件に、その

適用期限を２年延長する。【要望・国土交通省 26】 

 

○ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対

する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関

する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を２年延長する。

【要望・国土交通省 27】 

 

○ 国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置に

ついて、所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に係る軽減税率を 1,000 分

の３（現行 1,000 分の 2.5）に引き上げた上、その適用期限を２年延長する。

【要望・国土交通省 33】 

 

○ 関西国際空港株式会社等の登記に対する登録免許税の免税措置について

は、次のとおり軽減措置とし、その適用期限を平成 23 年３月 31 日までとす

る。【要望・国土交通省 35】 

⑴ 資本金の額の増加の登記（政府出資部分に限る。） 

    1,000 分の１ （本則 1,000 分の７） 

⑵ 土地の所有権の保存登記    1,000 分の 0.5 （本則 1,000 分の４） 

⑶ 土地の所有権の移転登記    1,000 分の３ （本則 1,000 分の 20） 

⑷ 土地の賃借権等の設定登記   1,000 分の 1.5 (本則 1,000 分の 10） 



  

 

○ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法に規定する認定経営

基盤強化計画又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定す

る経営強化計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の

適用期限を２年延長する。【要望・金融庁 14】 

  

○ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定に

基づく預金保険機構による金融機関の株式の引受けに伴い、当該金融機関が

受ける資本金の額の増加の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適

用期限を２年延長する。【要望・金融庁 15】 

 

○ 次に掲げる特別措置については、適用期限の到来をもって廃止する。 

⑴ 認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道施設を取得した場合の所有

権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置【見直し・国土交通

省 13】 

⑵ 農地保有合理化法人が農用地を取得した場合等の所有権の移転登記に

対する登録免許税の税率の軽減措置【見直し・農林水産省５】 

⑶ 漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の包括承継をした場

合の不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

【見直し・農林水産省６】 

⑷ 農林中央金庫等が行う組織再編成によってする登記に対する登録免許

税の税率の軽減措置【見直し・農林水産省７】 

 

○ 独立行政法人農林漁業信用基金がその成立の時に旧法人（農林漁業信用基

金）から承継した権利又は資産に係る登記又は登録に対する登録免許税の免

税措置を廃止する。【見直し・農林水産省８】 



  

【検討事項】 

○ 非上場株式等の信託を利用した事業承継に係る税制上の措置については、

現行の事業承継税制の定着を図る中で、その利用状況や、信託を利用した事

業承継の実態及び税制上の措置の必要性等を踏まえ、引き続き検討を行う。

【要望・金融庁 12・経済産業省 10⑴】 

 

○ 外貿埠頭公社の民営化に伴い承継する不動産の登記に係る登録免許税に

ついては、４つの公社（財団法人大阪港埠頭公社、財団法人神戸港埠頭公社、

財団法人横浜港埠頭公社及び財団法人名古屋港埠頭公社）の株式会社化に対

する取組状況等を踏まえ、引き続き検討を行う。【要望・国土交通省 34】 

 




